
１０ 居住系サービス等に係る留意事項



１ 障害福祉関係施設等の整備について 

 

（１）令和２年度度社会福祉施設等施設整備費補助金の予算案について 

平成 30 年に続き、令和元年も多くの自然災害が発生し、災害そのものに

よる直接的な被害に加え、インフラの毀損による二次被害が生じた。  

政府においては、国民の生活や経済活動に大きな影響を及ぼすことのない

よう、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成 30 年 12

月 14 日閣議決定）（以下「緊急対策」という。）を取りまとめ、それに基

づき社会福祉施設等の耐震化整備、ブロック塀等の改修整備及び非常用自

家発電設備の整備を進めてきた。 

令和２年度は３か年の最終年度となり、引き続き耐震化整備を推進する。 

  （首相官邸ホームページ：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/jyuyouinfura/index.html参照） 

また、一億総活躍社会の実現に向けて障害児・者が地域で安心し、それぞ

れの能力を発揮することができるよう、  

・ 障害者の社会参加支援や地域生活支援を更に推進するための就労移行

支援事業所等の日中活動系事業所やグループホーム等の整備  

・ 障害児支援の充実を図るための児童発達支援センター等の整備や小規

模な形態によるきめ細やかな支援体制の整備  

等を図る必要がある。 

こうした課題に対応するため、社会福祉施設等施設整備費補助金につい

ては、令和２年度予算（案）において、174 億円を計上している。 

 

 

（２）令和２年度社会福祉施設等施設整備費補助金の執行について 

① 令和２年度国庫補助協議について  

令和２年度予算（案）に係る国庫補助協議については、緊急対策を優先

することとしているので、これまで国庫補助協議を見送っていた老朽化に

よる改築等の耐震化整備について、この機会に積極的に協議を行っていた

だくようお願いする。 

また、国庫補助協議に当たっては、以下の点にご留意頂きたい。  

ア  社会福祉施設等施設整備費補助金で整備した施設が整備後にサー

ビスの全部又は一部を休止していたり、利用が低調であることの指摘

（会計検査院）を受けていることから、施設整備の緊急性や必要性の

高い案件に厳選して協議されたい。 

イ 平成 28 年３月に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」（平

成 28 年法律第 21 号）において、社会福祉法人の保有する財産につい

て、将来の建替費用等事業継続に必要な財産（控除対象財産）を控除

した上で、社会福祉充実財産（社会福祉充実残額）を明確化すること

としている。 

社会福祉充実財産がある法人については、社会福祉充実計画を策定

の上、計画的に既存事業の充実又は新規事業に活用することとしてお

り、平成 30 年度における社会福祉充実計画の作成状況の調査では社

会福祉充実財産が生じた法人の約４割（ 40.2％）が社会福祉充実計画
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内容において「既存施設の建替、施設整備」に活用すると回答してい

る。 

各都道府県等におかれては、社会福祉充実財産がある場合には、法

人の経営判断を十分に尊重した上で、法人が策定している社会福祉充

実計画について、どのような既存事業の充実又は新規事業に活用する

計画にあるかを確認するようお願いする。 

ウ 社会福祉施設等施設整備費補助金については、平成 18 年度から公

立施設分の整備について一般財源化されている。このため、公立施設

を民間に移譲等する際に必要となる施設整備については、地方負担に

よる対応に努めていただくようお願いする。  

 

なお、国庫補助協議のスケジュールについては、以下のとおり予定して

いるのでご協力願いたい。 

 

（国庫補助協議のスケジュール） 

・厚生労働本省から地方自治体に対する事前の協議額調査  ３月上旬 

・地方自治体から協議書の地方厚生（支）局への提出    ３月中 

・地方厚生（支）局における都道府県、市ヒアリング     ４月中 

 

② 令和２年度補助基準単価について  

令和２年度における社会福祉施設等施設整備費補助金の補助基準単価

については、資材費及び労務費の動向や消費税率の引上げ等を踏まえ、前

年度比 2.5％増の改定を行うことを予定しているので、ご承知置き願いた

い。 

 

 

（３）福祉医療機構による融資条件の優遇について  

独立行政法人福祉医療機構による障害福祉関係施設に対する融資条件の

優遇措置が引き続き実施される予定であり、管内の社会福祉法人等に対し、

周知方をお願いしたい。なお、詳細の取扱いは、独立行政法人福祉医療機

構の福祉医療貸付部に照会いただきたい。  

 

① 障害者自立支援基盤整備事業にかかる融資条件の優遇  

障害福祉サービス事業の基盤整備を促進するため、社会福祉施設等施設

整備費補助金の交付が行われた事業に対して融資率の優遇を行う。  

融資率 85％ 

 

② スプリンクラー整備にかかる融資条件の優遇  

スプリンクラーを整備する事業に対して融資率及び貸付利率の優遇を

行う。 

【国庫補助金の交付を受ける事業】 

融資率  95％ 
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貸付利率 基準金利同率（措置期間中無利子） 

【上記以外の事業】 

融資率  通常の融資率と同様 

貸付利率 基準金利同率 

 

③ 社会福祉施設等の高台移転にかかる融資条件の優遇措置  

津波対策として、自力避難が困難な障害者が入所する社会福祉施設等の

高台移転を促進するため、立地上津波による被害の恐れがあると都道府県

知事等が認め、かつ、施設の安全上問題のない高台に移転する事業に対し

て融資率及び貸付利率の優遇を行う。 

【国庫補助金の交付を受ける事業】 

融資率  95％ 

貸付利率 無利子 

【上記以外の事業】 

融資率  通常の融資率と同様 

貸付利率 基準金利同率 

 

耐震化整備、アスベスト対策事業及び非常用自家発電設備等については、

それぞれの項目に記載しているので確認されたい。  

 

 

（４）障害福祉関係施設等の財産処分について 

近年、厚生労働省一般会計補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の

増加した障害関係福祉施設等について、厚生労働大臣（又は地方厚生（支）

局長）の承認を受けることなく財産処分を行う等の不適切な事例が散見さ

れるところである。 

財産処分に当たっては「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律」（昭和 30 年法律第 179 号）による申請手続き等が必要となるため、財

産処分の計画がある場合には、その検討段階で連絡をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

（５）障害福祉関係施設におけるアスベスト対策について  

  ① アスベスト使用実態調査について 

 障害福祉関係施設におけるアスベスト使用実態については、平成 30 年

３月※に公表したとおり一部施設において、「ばく露の恐れがある施設」

が確認されているところである。各都道府県等におかれては、入所者及び

（参考） 

・「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」  

  （平成 20 年４月 17 日社援発 0417001 号厚生労働省社会・援護局長通知） 
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職員等の安全を確保するため、労働関係部局、建設関係部局、環境関係部

局等とも十分連携の上、引き続き障害福祉関係施設におけるアスベスト対

策の徹底に万全を期されるようお願いする。 

 

   ※ 平成 30 年 12 月時点の使用実態調査については、現在集計中であり、

公表時には別途、お知らせする。  

 

   ② アスベストの除去等について 

アスベストの除去等に要する費用については、社会福祉施設等施設整備

費補助金の補助対象となっていることから、補助制度を積極的に活用しな

がら、その早期処理に努めるよう指導をお願いしたい。 

なお、独立行政法人福祉医療機構において、平成 17 年度から実施して

きたアスベスト対策事業に係る融資条件の優遇措置について、令和２年度

も引き続き実施することとしている。 

    融資率の引上げ  5％ 

貸付利率の引下げ 0.05％～0.4％ 

   ※ 融資率が 80％未満のものに限る。 

 

 

（６）障害福祉関係施設の木材利用の促進及びＣＬＴの活用について  

障害福祉関係施設における木材の利用の促進及び CLT の活用に当たって

は、「社会福祉施設等における木材の利用の促進及び CLT の活用について」

（平成 28 年７月 21 日雇児発 0721 第 17 号・社援発 0721 第５号・障発 0721

第２号・老発 0721 第２号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長等連名通

知）において、木材の持つ柔らかさ、暖かさを取り入れることにより施設

入所者や利用者に精神的なゆとりと安らぎを与えるなどの効果も期待で

きることから、木材の利用や CLT の積極的な活用についてご配慮をいただ

くとともに、管内市町村及び社会福祉法人等に対しても、木材の利用や CLT

の積極的な活用についての周知にご協力いただくようお願いしていると

ころであり、引き続きご協力をお願いしたい。  
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３ 障害福祉サービス事業所等の整備及び適切な運営等について 

 

（１）短期入所サービスの整備促進 

障害児者の地域生活を支援するには、緊急時の対応やレスパイトとして

の機能を有する短期入所の整備が重要であり、更なる整備が必要である。 

特に、医療ニーズの高い重度の障害児者が地域で安心して暮らしていく

上で、介護者が病気等になった時や一時的な休息を取るための医療型短期

入所の充実を図っていくことは極めて重要であるが、事業所数の伸びはほ

ぼ横ばいとなっている。 

医療型短期入所はニーズが高いサービスであり、各都道府県市において

は、引き続き地域における実情等を適切に把握し、その実情等を踏まえ、

医療ニーズの高い障害児者に対して適切な支援が行われるよう、医療機関

の協力を得ながら、積極的に整備を推進していただきたい。 

また、令和元年度障害者総合推進事業において、「医療型短期入所に関す

る実態調査」を実施しており、調査結果や成果物である医療型短期入所の

参入促進に向けたガイドブックについて、今後周知する予定であるので、

ご承知おき願いたい。 

なお、平成 30 年度報酬改定においては、福祉型短期入所について医療的

ケアが必要な障害児者の受入れを積極的に支援するため、短期入所の新た

な報酬区分として「福祉型強化短期入所サービス費」を創設し、医療型短

期入所については、経営の実態等を踏まえて基本報酬を引き上げているこ

とから、サービスの更なる活用と整備促進をお願いする。 

 

 

（２）共生型サービスの整備促進 

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する

法律」が平成 30 年４月に施行され、高齢者と障害児者が同一事業所でサー

ビスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度の両制度において、

新たに「共生型サービス」を位置付け、障害福祉サービス事業所（介護保

険サービス事業所）等であれば、基本的に介護保険サービス事業所（障害

福祉サービス事業所）の指定も受けられる特例を設けている。 

令和元年度障害者総合福祉推進事業「共生型サービスに関する実態調査」

及び令和元年度老人保健健康増進等事業「共生型サービスの実態把握及び

普及啓発に関する調査研究事業」において、自治体や事業所に対するアン

ケート調査やヒアリング調査、共生型サービスの普及啓発に向けた研修会

やシンポジウムを実施しており、調査結果や成果物について今後周知する

予定であるので、ご承知おき願いたい。 

各自治体におかれては、これら資料も活用いただき、制度趣旨や事業概

要、取組事例等について管内事業所に対する説明会の開催等を通じた共生

型サービスの普及促進に向けた取組をお願いしたい。 
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なお、介護保険サービス事業所が実施している共生型障害福祉サービス

等の請求事業所数は、合計 517 事業所（令和元年 11 月審査分（10 月サービ

ス提供分））となっている。【関連資料１】 

 

 

（３）障害福祉サービス等の情報公表制度について 

令和元年 10 月に創設された福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、

「福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」（令和元年５月 17 日障障発 0517 第１

号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長）において、令和

２年度より、加算に基づく取組の見える化を算定要件としているところ。

（以下「見える化要件」という。） 

今般、事務を標準化する観点から、障害福祉サービス等情報公表システ

ムにおいて、見える化要件の入力・公表ができるよう整備したので、原則、

当該システムを活用していただきたい。 

併せて、情報公表制度に定められている「都道府県知事が必要と認めた

事項」について、設定・公表ができるよう整備したので、必要に応じて活

用されたい。 

また、公表情報について、年度ごとの情報更新が必要だが、今年度は、

情報が更新されていない事業所や、制度開始後、未だ公表されていない事

業所情報が散見されるため、都道府県等においては、より一層管内事業者

に対して報告を促すとともに、報告された情報を速やかに審査し、公表し

ていただくようお願いする。【関連資料２】 

 

 

（４）障害福祉の仕事の魅力発信について 

障害福祉人材の確保に係る取組は重要と考えており、順次にわたり処遇

改善を実施しており、さらに、令和２年度予算案では、地域生活支援事業

における都道府県事業の新たなメニューとして、「障害福祉のしごと魅力

発信事業」を創設予定である。 

厚生労働省では、障害福祉の仕事の魅力を発信するための動画等を作成

予定であるため、適宜活用いただくとともに、各都道府県においても就職

フェアや体験イベント等の開催により、障害福祉の仕事の魅力発信を積極

的に取り組んでいただきたい。【関連資料３】 

 

 

（５）障害福祉分野におけるロボット・ICT 等導入支援事業の実施主体拡大について 

障害福祉の現場におけるロボット技術の活用による介護業務の負担軽減

等を推進するため、令和元年度補正予算及び令和２年度予算案に障害福祉

分野におけるロボット等導入支援事業を計上し、補助対象自治体に指定都
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市及び中核市を追加するとともに、対象施設・事業所を障害者支援施設及

び共同生活援助事業所としたところである。 

令和２年度予算案に係る協議については、別途改めて案内するので、積

極的なご活用をお願いする。【関連資料４】 

また、障害福祉分野における生産性向上に向けた取組を促進するため、

令和元年度補正予算に障害福祉分野の ICT 導入モデル事業を計上しており、

先般、都道府県・指定都市に対して所要額調査を行ったところである。交

付申請については追ってお示しすることとしているが、引き続き協議に係

る相談を受け付けているので、積極的な活用をお願いする。 

 

 

（６）障害者自立支援給付費負担金等の適正な執行について 

障害者自立支援給付費負担金については、平成 29 年度以前（H25～H29）

の交付額について、令和元年度において再確定を行っている。（235 件、返

還額 124 百万円・追加交付額 224 百万円） 

これは、会計検査院による指摘や市町村における自主監査等によって国

庫負担金が過大、または過小に交付されていることが判明したものであり、

その要因は、事業所の不正請求や負担金の算定について事業所や自治体で

の事務処理誤り等である。 

各都道府県におかれては、限りある予算であることをご理解いただき、

負担金の算定方法や誤りやすい事例などについて、市町村を集めた研修会や

勉強会の開催等を通じて、十分な理解を促していただくとともに、審査・確

認に二重のチェックを行うなど、市町村に対する適切な助言・指導に努めて

いただきたい。 

なお、障害児入所給付費等国庫負担金においても同様に市町村に対する

適切な助言・指導に努めていただきたい。 

 

【会計検査院による主な指摘事項】 

・ 市町村において、障害福祉サービス費等の算定の際、国庫負担金の対

象とならない自治体単独事業の費用を計上するなどし、国庫負担金が過

大に交付されていた。 

・ 事業所において、就労移行支援事業の給付費の算定の際に適正な就労

定着の状況に基づかずに就労定着支援体制加算を算定していた。 

・ 市町村において、障害児入所給付費等の算定の際に利用者負担額を控

除していなかったため、国庫負担金が過大に交付されていた。 

・ 事業所において、放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費の算 

定の際、所定の要件を満たした児童発達支援管理責任者を配置していな  
いにも関わらず児童発達支援管理責任者欠如減算を行わず算定してい 

た。 
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（７）障害福祉関係施設の防災・減災対策等について 

① 障害福祉関係施設の耐震化について 

障害福祉関係施設の耐震化状況については、平成 30 年９月に公表した

「社会福祉施設等の耐震化状況調査」の結果（厚生労働省ホームページ：

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/se

ikatsuhogo/shakai-fukushi-shisetsu1/index.html 参照）では、平成 29

年３月時点（※１）の耐震化率は 83.7％（4.2 万棟／5.0 万棟）であり、

未だ耐震化されていない施設が見受けられるところである。 

障害福祉関係施設については、自力避難が困難な方が多く利用されてお

り、利用者の安全を確保する観点から、できる限り早期に全ての施設の耐

震化を完了する必要がある。 

こうした中、緊急対策において、社会福祉施設等の耐震化を着実に推進

していくことを明記するなど、厚生労働省としても、今後、想定される南

海トラフ地震や首都直下地震等に備え、引き続き、未耐震施設の耐震化整

備を早急に進めていくことが喫緊の課題であると考えている。各都道府県

等におかれては、未耐震施設の把握（対象施設の種別や場所のみならず、

耐震化計画の有無や内容、それぞれが抱えている耐震化に向けた課題な

ど）に努めていただくとともに、当該施設に対しては、積極的に補助制度

や融資制度（※２）の情報提供や助言を行うなど、計画的に耐震化整備を

進めていただきたい。 

※１ 平成 31 年３月の状況については、現在集計中であり、公表時に

は別途、お知らせする 

※２ 耐震化整備の設置者負担については、独立行政法人福祉医療機構

において融資を行っており、社会福祉事業施設の耐震化整備につい

ては、融資条件の優遇措置を実施している。 

 

【国庫補助金の交付を受ける事業】 

融資率  95％ 

貸付利率 基準金利同率（措置期間中無利子） 

【上記以外の事業】 

融資率  通常の融資率と同様 

貸付利率 基準金利同率 

 

② 障害福祉関係施設の非常用自家発電設備整備・給水設備等の整備について 

障害福祉関係施設については、日常生活上の支援が必要な方が多数利用

していることから、災害時においてもその機能を維持できるよう必要な対

策を講じることが重要であるため、非常用自家発電設備・給水設備の整備

を推進することとしている。 

また、グループホームの改修整備にあたっては、停電時に備えた外部給

電を受けるために必要となる設備の改修及び蓄電設備の設置に係る改修

も可能となっている。 

各都道府県等におかれては、障害福祉関係施設に対し、災害による停
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電・断水に備えた対策の点検を促すとともに、非常用自家発電設備・給水

設備を整備する場合等の社会福祉施設等施設整備費補助金の活用につい

て周知をお願いする。 

あわせて、災害による停電時に非常用自家発電設備を問題なく使用でき

るよう、設備の定期的な点検や使用訓練等を行っていただくことについて

も周知をお願いする。 

 

※ 非常用自家発電設備整備及び給水設備の設置者負担については、独

立行政法人福祉医療機構において融資を行っており、非常用自家発電

設備整備及び給水設備については、融資条件の優遇措置を実施してい

る。（令和元年度補正予算にて対応） 

 

 【国庫補助金の交付を受ける事業】 

融資率  95％（施設本体を含む） 

貸付利率 基準金利同率（措置期間中無利子） 

【上記以外の事業】 

融資率  通常の融資率と同様 

 

③ 障害福祉関係施設の土砂災害対策の徹底について 

障害福祉関係施設の土砂災害対策については、「土砂災害のおそれのあ

る箇所に立地する「主として防災上の配慮を要する者が利用する施設」に

係る土砂災害対策における連携の強化について」（平成 27 年８月 20 日付

27 文施施企第 19 号文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課長、同

省スポーツ・青少年局学校健康教育課長、科発 0820 第１号厚生労働省大

臣官房厚生科学課長、国水砂第 44 号国土交通省水管理・国土保全局砂防

部砂防計画課長連名通知。以下「土砂災害対策連携通知」という。）によ

り、民生部局と砂防部局の連携による土砂災害対策の推進をお願いしてき

たところである。 

こうした中、平成 28 年の台風 10 号に伴う水害など、近年の水害・土砂

災害の発生等を踏まえ、平成 29 年６月に土砂災害防止法が改正され、洪

水等の浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所

有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付

けられたところである。 

各都道府県等におかれては、同法の施行も踏まえ、砂防部局や管内市町

村との連携体制を一層強化し、水害・土砂災害のおそれがある地域に立地

する障害福祉関係施設を的確に把握するとともに、「要配慮者利用施設管

理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き」や「水害・土

砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル」を参考

に、当該施設に対して、改めて指導・助言等を行っていただくようお願い

する。 

また、厚生労働省においては、「土砂災害のおそれのある箇所に立地す

る「主として防災上の配慮を要する者が利用する施設」に係る土砂災害対

策における連携の強化について」（平成 29 年 11 月 24 日付厚生労働省子ど
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も家庭局子育て支援課長ほか連名通知）を通知しているところであるので、

各都道府県等におかれては、同通知を踏まえ、土砂災害対策連携通知の内

容の再確認、関係部局間の情報共有、管内市区町村への周知等についても、

併せて適切な対応をお願いする。 

 

④ 大規模災害等への対応について 

障害福祉関係施設においては、自力避難が困難な方が多数利用している

ことから、利用者の安全確保等の観点から、大規模災害等に備えた十分な

対策を講じる必要がある。 

各都道府県等におかれては、各種法令や通知等に基づき、非常災害対策

計画の策定、消防等関係機関への通報及び連絡体制の整備、定期的な避難

訓練の実施、停電や断水といったライフラインの寸断に備えた物資の備蓄

等の災害対策に万全を期するよう、障害福祉関係施設に対する助言等をお

願いする。（「社会福祉施設等における災害時に備えたライフライン等の

点検について」（平成 30 年 10 月 19 日付事務連絡厚生労働省子ども家庭

局子育て支援課ほか連名）など参照） 

また、障害福祉関係施設は、災害時において地域の防災拠点としての機

能も期待されることから、社会福祉施設等施設整備費補助金を活用した避

難スペース、非常用自家発電設備及び給水設備の整備を進めるなどにより、

災害時において被災障害者等を積極的に受入れる体制の整備をお願いし

たい。 

 

 

（８）障害福祉関係施設の被災状況の把握等について 

災害発生時における障害福祉関係施設の被災状況については、「災害発生

時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について」（平成 29 年２月 20

日付け雇児発 0220 第２号、社援発 0220 第１号、障発 0220 第１号、老発 0220

第１号）に基づき、各都道府県等から情報提供をいただき、当該情報を基に

被害状況の把握及び必要な支援策の検討等に活用しているところである。 

今後、都道府県等におかれては、以下の点に、ご留意いただきたい。 

 

① 迅速な情報収集及び提供について 

必要な支援を迅速に行うためには、通知に基づく情報が非常に重要であ

ることから、災害発生時には可能な限り迅速な情報収集及び提供をお願い

する。また、被災状況の把握にあたっては、停電等により連絡手段が途絶

された場合に備え、施設長等の携帯電話、固定電話、防災電話、Ｅメール、

ＳＮＳ、市町村、関係団体からの報告、職員による巡回等による情報収集

等の手段について、あらかじめ整理し、把握するとともに、電源車、給水

車等の施設からの支援要請についても把握するようお願いする。 

 

② 停電発生時の対応について 

社会福祉施設等で停電が発生した場合には、重大な事故につながるおそ

れがあり、それを未然に防止することが必要であることから、都道府県等
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におかれては、社会福祉施設等で停電が発生した際に、特に医療的配慮が

必要な入所者等について、電源が確保された協力病院等に一時避難を依頼

する等、要配慮者の安全対策に万全を期すよう、平時から施設管理者等に

対し働きかけを行っていただきたい。 

 

③ 施設リストの提出について 

同通知においては、災害発生時に速やかに社会福祉施設等の被害情報を

収集することができるよう、あらかじめ各都道府県等において対象施設種

別の施設リストを更新の上、厚生労働省に提出していただくこととしてい

るが、未だに未提出の自治体が見受けられるところである。未提出自治体

におかれては、災害時における被害情報の収集を円滑にできるよう、早急

に御対応をお願いする。 

なお、昨年の災害時の対応を踏まえ、今年度中を目途に社会福祉施設等

の被災状況の把握様式について、電源車や給水車の支援要請状況も加えた

上で、施設リストの提出を依頼する予定（提出期限：令和２年４月末）で

あるので、期限までの提出をお願いしたい。 

 

④ 災害時情報共有システムの構築について 

令和元年度補正予算を活用し、災害発生時の被災状況等を社会福祉施設

等が直接入力し、国・地方公共団体が一元的に確認できる災害時情報共有

システムを構築することとしているので、予めご了知いただきたい。 

 

 

（９）東日本大震災からの復旧・復興等（利用者負担免除に係る自治体負担分

に対する財政支援） 

東日本大震災により被災した障害福祉サービス等の利用者に係る利用者

負担を免除した場合の取扱いについては、財政支援を次のとおり延長する

予定であり、令和２年度予算案に計上しているため、管内市町村、サービ

ス事業所等に周知を図るようご配慮願いたい。 

なお、詳細は近日中に交付要綱でお示しすることとしているので、管内

自治体への周知をお願いしたい。 

 

○対象者：東京電力福島第一原子力発電所事故により設定された帰還困難

区域等（※１）、上位所得層を除く旧緊急時避難準備区域等（※

２）及び令和元年度以前に指定が解除された旧避難指示解除準

備区域等（※３）の住民（震災発生後、他市町村に避難のため

転出した住民を含む。）。なお、令和元年度に指定解除となる

区域等（※４）の上位所得層は、一定期間、対象に含める。 

 

（※１）帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域 

（※２）旧緊急時避難準備区域、旧特定避難勧奨地点（ホットスポット） 

（※３）旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域 
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（※４）以下の２つの区域等をいう。 

（１）平成 31 年４月 10 日に指定が解除された旧居住制限区域等（大熊

町の旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域） 

（２）令和２年３月に指定が解除される旧避難指示解除準備区域等（双

葉町の旧避難指示解除準備区域及び双葉町、大熊町、富岡町の一部

の帰還困難区域） 

○対象となるサービス：介護給付費、訓練等給付費、障害児入所給付費等、

障害児通所給付費等、補装具費等、障害児入所措

置費、やむを得ない事由による措置費 

○実施期間：令和３年２月末（サービス提供分）まで。ただし、令和元年

度に指定解除となる区域等の上位所得層は、令和２年９月 30

日まで。（予定） 
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４ 障害者総合支援法と介護保険法の適用に係る適切な運用等について 

 

（１）障害者総合支援法に基づく自立支援給付費と介護保険法との適用関係【関

連資料１、２】 

  我が国においては、自助を基本としつつ、共助が自助を支え、自助・共助

で対応できない場合に社会福祉等の公助が補完する仕組みが社会保障の基

本となっている。 

このため、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供される

ときは、国民が互いに支え合うために保険料を支払う社会保険制度の下で、

そのサービスをまず利用してもらうという「保険優先の考え方」が原則とな

っている。 

障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係に

ついては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」（平成 19 年

３月 28 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長

連名通知）で、介護保険サービスが原則優先されることとなるが、サービス

内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービ

ス固有のものについては、障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する

ことや、障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量

が、介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められ

る場合には、介護給付費等を支給することが可能であることなどの取扱いを

示すとともに、障害保健福祉関係主管課長会議において適切な運用に努めて

いただくよう周知してきたところである。  

また、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について」

（平成 27 年２月 18 日付事務連絡。以下「事務連絡」という。）において、制

度の適切な運用について示しているところであり、介護保険の被保険者であ

る障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、一律

に介護保険サービスを優先させることはせず、障害福祉サービスの利用に関

する具体的な利用意向等を聴き取りにより把握した上で、障害者の個々の状

況に応じた支給決定がなされるよう改めてお願いする。  

なお、介護保険の被保険者である障害者については、申請に係る障害福祉

サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能

か否か、当該介護保険サービスに係る介護保険給付を受けることが可能か否

か等について判断するためにも、障害者の生活に急激な変化が生じないよう

配慮しつつ、まずは、要介護認定等申請を行っていただいた上で介護保険制

度からどのようなサービスをどの程度受けられるかを把握することが適当で

ある。 

したがって、要介護認定等の申請を行わない障害者に対しては、申請をし

ない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申
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請について理解を得られるよう丁寧に働きかけるよう改めてお願いする。 

さらに、特に 65 歳を迎える者については、介護保険制度の円滑な利用に向

け、要介護認定等の申請から認定結果通知にかかる期間も考慮して、65 歳に

到達する誕生日前の適切な時期から要介護認定等に係る申請の案内を行うよ

うお願いする。 

その際、単に案内を郵送するだけでなく、市町村職員又は相談支援専門員

から直接、介護保険制度について説明を行うことが望ましい。 

また、指定特定相談支援事業者と指定居宅介護支援事業者等との一層の連

携が図られるよう、 

  ・ 相談支援専門員が、利用者に対し必要な介護保険サービスを円滑に利用

できるよう介護保険制度に関する案内を行うことや、本人の了解の下、利

用する指定居宅介護支援事業所等に対し利用者の状態や障害福祉サービス

の利用状況等サービス等利用計画に記載されている情報を提供するよう適

切に引継ぎを行うこと 

  ・ 介護保険サービス利用開始後も引き続き障害福祉サービスを利用する場

合は、サービス担当者会議等を活用して相談支援専門員と介護支援専門員

が随時情報共有を図ること 

  等については、事務連絡で既にお示ししているが、改めてお願いする。 

 

 

（２）新高額障害福祉サービス等給付費について  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童

福祉法の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 65 号）により支給対象が拡

大された高額障害福祉サービス等給付費（いわゆる「新高額障害福祉サービ

ス等給付費」）については、対象者等が制度内容を正しく理解し、適当な時期

に申請が行われることが重要である。 

このため、対象者等に対し、制度の概要等について丁寧に説明していただ

くようお願いする。これらの対応に当たっては、必要に応じて介護保険担当

部局と連携し、対象者要件を満たす者の把握に努めていただきたい。 

また、新高額障害福祉サービス等給付費については、高額介護サービス費

【年額】等との併給調整後に支給を行う場合や、月払いで支給し、高額介護

サービス費【年額】確定後に重複支給額の併給調整を行う場合等、市町村の

判断により運用していただくこととしているが、いずれの場合においても、

申請者に対し、償還のスケジュールについて十分な説明を行い、理解を得ら

れるよう対応されたい。 
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障企発第０３２８００２号 

障障発第０３２８００２号 

平成１９年３ 月２８日 

一 部 改 正 

障企発０９２８第２号 

障障発０９２８第２号 

平成２３年９月２８日 

一 部 改 正 

障企発０３３０第４号 

障障発０３３０第１１号 

平成２４年３月３０日 

一 部 改 正 

障企発０３２９第５号 

障障発０３２９第９号 

平成２５年３月２９日 

一 部 改 正 

障企発０３３１第２号 

障障発０３３１第２号 

平成２６年３月３１日 

一 部 改 正 

障企発０３３１第１号 

障障発０３３１第５号 

平成２７年３月３１日 

一 部 改 正 

 

 

 

各 都道府県 障害保健福祉主管部（局）長 殿 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企 画 課 長 

障害福祉課長 
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テキストボックス
関連資料１



 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について 

 

障害者自立支援法（平成17年法律第123号。平成25年４月から障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律。以下「法」という。）に基づ

く自立支援給付（以下「自立支援給付」という。）については、法第７条の他

の法令による給付又は事業との調整規定に基づき、介護保険法（平成９年法律

第123 号）の規定による保険給付又は地域支援事業が優先されることとなる。

このうち、介護給付費等（法第19 条第１項に規定する介護給付費等をいう。以

下同じ。）の支給決定及び補装具費の支給に係る認定を行う際の介護保険制度

との適用関係等についての考え方は次のとおりであるので、御了知の上、管内

市町村、関係団体及び関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏

のないようにされたい。 

本通知の施行に伴い、平成12 年３月24 日障企第16 号・障障第８号厚生省大

臣官房障害保健福祉部企画課長、障害福祉課長連名通知「介護保険制度と障害

者施策との適用関係等について」は廃止する。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和22 年法律第67 号）第245 条の４第１項

の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。 
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１．自立支援給付と介護保険制度との適用関係等の基本的な考え方について 

（１）介護保険の被保険者とならない者について 

障害者についても、65 歳以上の者及び40 歳以上65 歳未満の医療保険

加入者は、原則として介護保険の被保険者となる。 

ただし、次の①及び②に掲げる者並びに③～⑪の施設に入所又は入院し

ている者については、①～⑪に掲げる施設（以下「介護保険適用除外施設」

という。）から介護保険法の規定によるサービス（以下「介護保険サービ

ス」という。）に相当する介護サービスが提供されていること、当該施設

に長期に継続して入所又は入院している実態があること等の理由から、介

護保険法施行法（平成９年法律第124 号）第11 条及び介護保険法施行規則

（平成11 年厚生省令第36 号）第170条の規定により、当分の間、介護保険

の被保険者とはならないこととされている。 

なお、介護保険適用除外施設を退所又は退院すれば介護保険の被保険者

となり、介護保険法に基づく要介護認定又は要支援認定（以下「要介護認

定等」という。）を受ければ、これに応じた介護保険施設に入所（要介護

認定を受けた場合に限る。）し、又は在宅で介護保険サービスを利用する

ことができる。 

① 法第19 条第１項の規定による支給決定（以下「支給決定」という。）

（法第５条第７項に規定する生活介護（以下「生活介護」という。）及

び同条第11 項に規定する施設入所支援（以下「施設入所支援」という。）

に係るものに限る。）を受けて同法第29 条第１項に規定する指定障害

者支援施設（以下「指定障害者支援施設」という。）に入所している身

体障害者 

② 身体障害者福祉法（昭和24 年法律第283 号）第18 条第２項の規定に

より法第５条第12 項に規定する障害者支援施設（生活介護を行うもの

に限る。以下「障害者支援施設」という。）に入所している身体障害者 

③ 児童福祉法（昭和22 年法律第164 号）第42 条第２号に規定する医療

型障害児入所施設 

④ 児童福祉法第６条の２第３項の厚生労働大臣が指定する医療機関（当

該指定に係る治療等を行う病床に限る。） 

⑤ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成14 年法
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律第167号）第11 条第１号の規定により独立行政法人国立重度知的障害

者総合施設のぞみの園が設置する施設 

⑥ 国立及び国立以外のハンセン病療養所 

⑦ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第38条第１項第１号に規定する救

護施設 

⑧ 労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）第29条第１項第２号に

規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係

る施設（同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅に

おいて介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介

護を提供するものに限る。） 

⑨ 障害者支援施設（知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第16条第

１項第２号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。） 

⑩ 指定障害者支援施設（支給決定（生活介護及び施設入所支援に係るも

のに限る。）を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るも

のに限る。） 

⑪ 法第29条第１項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者自立

支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第２条の３に規定する

施設（法第５条第６項に規定する療養介護を行うものに限る。） 

（２）介護給付費等と介護保険制度との適用関係 

介護保険の被保険者である65歳以上の障害者が要介護状態又は要支援

状態となった場合（40歳以上65歳未満の者の場合は、その要介護状態又は

要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心

身上の変化に起因する特定疾病によって生じた場合）には、要介護認定等

を受け、介護保険法の規定による保険給付を受けることができる。また、

一定の条件を満たした場合には、地域支援事業を利用することができる。 

その際、自立支援給付については、法第７条の他の法令による給付又は

事業との調整規定に基づき、介護保険法の規定による保険給付又は地域支

援事業が優先されることとなるが、介護給付費等の支給決定を行う際の介

護保険制度との適用関係の基本的な考え方は以下のとおりであるので、市

町村は、介護保険の被保険者（受給者）である障害者から障害福祉サービ

スの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、申請に
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係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受

けることが可能か否か、当該介護保険サービスに係る保険給付又は地域支

援事業を受け、又は利用することが可能か否か等について、介護保険担当

課や当該受給者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応

じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。 

① 優先される介護保険サービス 

自立支援給付に優先する介護保険法の規定による保険給付又は地域支

援事業は、介護給付、予防給付及び市町村特別給付並びに第一号事業と

されている（障害者自立支援法施行令（平成18年政令第10号）第２条）。

したがって、これらの給付対象となる介護保険サービスが利用できる場

合は、当該介護保険サービスの利用が優先される。 

② 介護保険サービス優先の捉え方 

ア サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サ

ービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険

給付又は地域支援事業を優先して受け、又は利用することとなる。し

かしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身

の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サー

ビスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができる

か否かを一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービ

スの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険

サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用する

ものとはしないこととする。 

したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用

に関する具体的な内容（利用意向）を聴き取りにより把握した上で、

申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受ける

ことが可能か否かを適切に判断すること。 

なお、その際には、従前のサービスに加え、小規模多機能型居宅介

護などの地域密着型サービスについても、その実施の有無、当該障害

者の利用の可否等について確認するよう留意する必要がある。 

イ サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがな

い障害福祉サービス固有のものと認められるもの（同行援護、行動援
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護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等）につい

ては、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する。 

③ 具体的な運用 

②により、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービス

により必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的に

は介護給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サー

ビスの利用について介護保険法の規定による保険給付が受けられない

又は地域支援事業が利用することができない場合には、その限りにおい

て、介護給付費等を支給することが可能である。 

ア 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村

において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介

護保険サービスに係る保険給付又は地域支援事業の居宅介護サービ

ス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上にお

いて介護保険サービスのみによって確保することができないものと

認められる場合。 

イ 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、

あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際に申請に係る

障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困

難と市町村が認める場合（当該事情が解消するまでの間に限る。）。 

ウ 介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険法に基づ

く要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合など、当該介

護保険サービスを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福

祉サービスによる支援が必要と市町村が認める場合（介護給付費に係

るサービスについては、必要な障害支援区分が認定された場合に限

る。）。 

（３）補装具費と介護保険制度との適用関係 

補装具費の支給認定を行う際の介護保険制度との適用関係についても、

基本的な考え方は（２）の①及び②と同様であるが、具体的には以下のと

おりである。介護保険で貸与される福祉用具としては、補装具と同様の品

目（車いす、歩行器、歩行補助つえ）が含まれているところであり、それ

らの品目は介護保険法に規定する保険給付が優先される。ただし、車いす
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等保険給付として貸与されるこれらの品目は標準的な既製品の中から選択

することになるため、医師や身体障害者更生相談所等により障害者の身体

状況に個別に対応することが必要と判断される障害者については、これら

の品目については、法に基づく補装具費として支給して差し支えない。 

２．その他 

（１）介護保険サービスが利用可能な障害者が、介護保険法に基づく要介護認

定等を申請していない場合等は、介護保険サービスの利用が優先される旨

を説明し、申請を行うよう、周知徹底を図られたい。 

（２）平成18年３月31日以前の身体障害者福祉法等による日常生活用具の給

付・貸与事業において、介護保険による福祉用具の対象となる品目につい

ては、介護保険法の規定による貸与や購入費の支給を優先して行うことと

されていたところであるが、法における地域生活支援事業については自立

支援給付とは異なり、地域の実情に応じて行われるものであり、法令上、

給付調整に関する規定は適用がないものである。しかしながら、日常生活

用具に係る従来の取り扱いや本通知の趣旨を踏まえ、地域生活支援事業に

係る補助金の効率的な執行の観点も考慮しつつ、その適切な運用に努めら

れたい。 
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事 務 連 絡 

平 成 2 7 年 ２ 月 1 8 日 

 

 

  都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉部（局） 御中 

中 核 市 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企 画 課 

 障害福祉課 

                                                        

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等に

ついて 

 

 標記については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」

（平成 19 年３月 28 日障企発第 0328002 号・障障発第 0328002 号厚生労働

省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知。以下

「適用関係通知」という。）でお示しするとともに、障害保健福祉関係主

管課長会議において適切な運用に努めていただくよう周知しているところ

である。 

 しかしながら、その運用に関して障害者の個々の実態に即したものとな

っていない等の声も寄せられていることを踏まえ、各市町村における具体

的な運用等についての実態調査を実施したところである。 

本調査結果は別添のとおりであるが、自立支援給付と介護保険制度との

適用関係に係る留意事項を下記のとおりまとめたので、御了知の上、管内

市町村、関係機関に周知徹底いただくとともに、その運用に遺漏なきよう

お願いしたい。 

なお、本事務連絡については、老健局とも協議済みであることを念のた

め申し添える。介護保険担当課室へも本事務連絡を情報提供し、適宜、連

携を図るようお願いしたい。 
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１．介護給付費等と介護保険制度との適用関係について 

（１）障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの特定について 

適用関係通知において、市町村は、介護保険の被保険者である障害

者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別

のケースに応じて、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービ

スにより適切な支援を受けることが可能か否か等について、申請に係

る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容（利用意向）を聴き

取りにより把握した上で、適切に判断することとしているが、改めて

各市町村においては、適切な運用をお願いしたい。 

 （２）具体的な運用について 

申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必

要な支援を受けることが可能と判断される場合であっても、当該サー

ビスの利用について介護保険法（平成９年法律第 123 号）の規定によ

る保険給付が受けられない場合には、その限りにおいて、介護給付費

等を支給することが可能であることとしている。市町村においては、

当該介護給付費等を支給する場合の基準を設けている場合であっても、

当該基準によって一律に判断するのではなく、介護保険サービスの支

給量・内容では十分なサービスが受けられない場合には、介護給付費

等を支給するなど、適切な運用に努められたい。 

また、障害福祉サービス利用者が要介護認定等を受けた結果、居宅

介護サービス費等区分支給限度基準額の範囲内では、利用可能なサー

ビス量が減少することも考えられる。しかし、介護保険利用前に必要

とされていたサービス量が、介護保険利用開始前後で大きく変化する

ことは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運

用をお願いしたい。 

    

２．介護保険制度の円滑な利用に当たっての留意点 

（１）障害福祉サービス利用者への介護保険制度の案内について 

要介護認定等の申請は、申請に係る者の状態について大きな変更が

生ずることが見込まれないということから、65 歳到達日（誕生日の前

日）、特定疾病に該当する者の 40 歳到達日（誕生日の前日）又は適用

除外施設退所日（以下「65 歳到達日等」という。）の３か月前以内に
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要介護認定等申請を受理し、65 歳到達日等に認定することを運用上の

対応として可能としている。 

そのため、障害福祉サービス利用者の介護保険制度の円滑な利用に

向け、要介護認定等の申請から認定結果通知にかかる期間を考慮して

65 歳到達日等前の適切な時期から要介護認定等に係る申請の案内を行

うこと。 

その際には、単に案内を郵送するだけでなく、市町村職員から、又

は、（３）にお示しする相談支援専門員から直接、介護保険制度につ

いて説明を行うことが望ましい。 

（２）障害福祉サービス利用者等に対する介護保険制度との併給が可能

な旨の案内について 

介護保険法の規定による保険給付が優先されることが、あたかも介

護保険のみの利用に制限されるという誤解を障害福祉サービス利用者

に与えることのないよう、適用関係通知（２）②の場合や③の場合に

ついては介護給付費等の支給が可能な旨、利用者及び関係者へ適切に

案内を行うこと。 

（３）指定特定相談支援事業者と指定居宅介護支援事業者等との連携に

ついて 

障害福祉サービス利用者が介護保険サービスを利用するに当たって

は、障害者が適切なサービスを受けられるよう 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17 年法律第 123 号）における指定特定相談支援事業所の相談支援専

門員がモニタリングを通じて、必要な介護保険サービスを円滑に利用

できるよう利用者に対し、介護保険制度に関する案内を行うことや、

介護保険サービスの利用に際しては、本人に了解の上、利用する指定

居宅介護支援事業所等に対し、利用者の状態や障害福祉サービスの利

用状況等サービス等利用計画に記載されている情報を提供するよう適

切に引継ぎを行うこと 

・介護保険サービス利用開始後も引き続き障害福祉サービスを利用する

場合は、サービス担当者会議等を活用して相談支援専門員と介護支援

専門員が随時情報共有を図ること 

等必要な案内や連携を行うこと等の周知をお願いしたい。 

※なお、ここでいう「指定居宅介護支援事業者等」とは、小規模多機

能型居宅介護や介護老人福祉施設のように、人員配置基準において
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介護支援専門員の配置が義務づけられている事業者を含むものであ

る。 

 

３．要介護認定等の申請について 

  介護保険の被保険者である障害者については、申請に係る障害福祉サ

ービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可

能か否か、当該介護保険サービスに係る介護保険給付を受けることが可

能か否か等について判断するためにも、障害者の生活に急激な変化が生

じないよう配慮しつつ、まずは、要介護認定等申請を行っていただいた

上で介護保険制度からどのようなサービスをどの程度受けられるかを把

握することが適当である。 

 したがって、要介護認定等の申請を行わない障害者に対しては、申請

をしない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を

行い、申請について理解を得られるよう働きかけること。 

   

４．指定障害者支援施設等入所者の要介護認定等について 

介護保険適用除外施設である指定障害者支援施設等入所者は、介護保

険サービスに相当する介護サービスが提供されていること等の理由から、

当分の間、介護保険の被保険者とはならないこととされている。一方で、

個々の事情に応じて介護保険適用除外施設を退所又は退院することもあ

り得るが、その場合には介護保険の被保険者となり、介護保険法に基づ

く要介護認定等を受けることにより、これに応じた介護保険サービスを

利用することが可能となる。   

この点、例えば、介護保険適用除外施設からの退所者が介護老人福祉

施設等へ入所しようとする場合には、通常、一定の期間を要することか

ら、指定障害者支援施設等の退所日と要介護認定申請の時期の兼ね合い

で必要な手続きや調整が円滑に行われないという指摘があるが、介護保

険サービスの利用を円滑に進めるために、関係者間での密な情報共有や

連携を図ることにより、柔軟に対応願いたい。 
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